
第２章 京都気候変動適応策の在り方研究会

１ 背景

近年、地球温暖化に加えて、台風の大型化や異常気象等により、防災や熱中症、農業や生態系等

の分野で気候変動の影響が既に顕在化しつつあります。今後、更に深刻化するおそれがあることか

ら、既に生じている、あるいは、将来予測される気候変動の影響による被害の回避・軽減対策、い

わゆる気候変動の影響への「適応策」に取り組むことが求められています。

２ 京都気候変動適応策の在り方研究会

(1) 京都気候変動適応策の在り方研究会

府においては、これまでも気候変動への適応策として様々な施策に取り組んできました（39ペ

ージを参照）。しかし、近年の気候変動影響の顕在化への対応の必要性や、気候変動適応法の施

行も踏まえ、京都におけるこれからの適応策の在り方や進め方等について検討するため、京都府

環境審議会地球環境部会に新たな専門委員会として「京都気候変動適応策の在り方研究会」を平

成31年２月に設置しました。また、気候変動は広域的・多面的に影響を及ぼすことから、本専門

委員会は京都市との合同研究会として位置づけ、府市協調で議論を進めてきました。

図１－７ 既に起こりつつある／近い将来起こりうる気候変動の影響（出典：環境省）



(2) 京都における気候変動適応策の在り方

同研究会での検討の結果、京都における適応策の基本的な考え方（理念）として、「適応策は、

時間的・空間的な広がりも考慮し、府民・府内事業者だけでなく幅広い主体（観光客等の来訪者、

大学のまちで学ぶ留学生、将来世代等）への影響を想定して実施することにより、生活や事業活

動の質を維持・向上させる。」「適応策により、伝統・文化をはじめとする『京都らしさ』を持続

・発展させる。」「これまで京都が培ってきた知恵を発信する。」の３つを設定しました。さらに、

適応策の検討に当たり求められる視点として、図１―10の５つの大きな視点が重要であると取り

まとめました。
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図１－８ 京都気候変動適応策の在り方研究会

図１－９ 京都気候変動適応策の在り方研究会の様子



府では、これらの基本的な考え方（理念）、視点を礎として、適応策を推進していきます。ま

た、適応策は幅広い分野にわたるため、部局横断的な取組として、関係機関が連携して適応策を

推進できるよう、単なる連携だけでなく、部局間で議論をしたうえで連携を図り、最適なものを

生み出していく必要があります。分野に応じて効果的なアプローチで適応策を推進することが必

要であり、例えば、国による対策を中心とする、広域協議会を活用する、特定の分野において関

係の深い自治体間で連携する体制を新たに構築するなど、分野の特性に応じて、柔軟に取組を進

めていきます。さらに、気候変動は事業者の日々の業務活動にも影響を及ぼすことから、事業継

続の観点も含め、気候変動が府庁自らの業務活動に及ぼす影響の把握や対策に率先的に取り組み、

府自らの適応策も推進していきます。

(3) 地域気候変動適応センター機能

同研究会では、適応策を推進するために、京都として備えるべき地域気候変動適応センター＊

の機能についても議論しました。環境以外の分野においても、気候変動の適応に資する方策が実

施されていることから、既存の関係機関やスキームを活用しながら、センター機能の柱となる情

報基盤機能に加え、研究教育機能、コーディネート機能の３つの機能及び実施体制を有機的に確

保することとしています。

１ 長期的に考える
後手に回ると費用が膨大に

なることから、影響の許容範
囲を理解し、分野ごとの影響
を踏まえ、重大性・時間軸を
勘案した対策の実施

２ 幅広く対象を想定する
気候変動の影響を受ける対

象、また、影響を受ける度合
いも様々であることから、幅
広く対象を捉え、適切な対策
を実施

３ 同時解決を図る
緩和策との両立や行政の各

施策への適応策の観点の組み
込みによる政策の融合を通じ
たシナジー効果の創出

４ ビジネスにつなげる
適応策に関わる分野は非常

に多岐に渡ることから、「費
用」、「労力」を無視しない
ビジネスベースでの取組の推
進

５ 京都ならではの対策
・観光や伝統、文化への影響
の把握
・観光客や留学生、通勤者へ
の対策
・企業・大学との連携
・歴史、先人の知恵、生活文
化を活用した、京都ならでは
の対策の実施と発信

適応策の検討に当たり求められる視点
図１－10 適応策の検討に当たり求められる視点



３ 今後の展望

京都気候変動適応策の在り方研究会での議論を踏まえ、現在、京都府環境審議会において引き続

き府の今後の適応策について議論を進めています。同審議会では、「京都府地球温暖化対策条例」

及び「京都府地球温暖化対策推進計画」の見直しについても議論しているところであり、同計画に

おける適応策を拡充し、より具体的な計画とすることで、気候変動適応法に基づく地域気候変動計

画に位置付け、府民の皆様とともに、気候変動への適応策を推進していきます。

・適応に対する“気付き”を与える情報発信
・地域における適応の優良事例の収集
・ホームページや出前講座を通じた適応に関する
様々な情報の一元的な発信 など

・気候変動に対するニーズ・シーズの把握、適正なマッチング
・適応ジネスの創出を促進する体制の構築 など
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情報の収集、整理、分析、提供、技術的助言

大学や研究機関と連携した、京都における気候変動の影響と適
応に関する最新の知見の集約及び気候変動の影響の予測
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・大学、研究機関との連携による適応研究情報の収集
・研究者同士、研究者と企業の交流を促進する体制の構築 など

啓発

情報の利用・
提供 等

地域気候変動適応センターの機能（イメージ）
図１－11 地域気候変動適応センターの機能


